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別
表
２
　
全
国
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
規
制
の
特
例
措
置

別
表

１
の
番
号

特
定

事
業

の
名

称
特

区
に
お
け
る
規

制
の

特
例

措
置

の
内

容
全
部
／

一
部

全
国
展
開
の
実
施
内
容

全
国
展
開
を
実
施
す
る
法
令
等

実
施
時
期

所
管
省
庁

1
0
0
7

特
定

漁
港

施
設

運
営

高
度

化
推

進
事

業

漁
港

管
理

者
が

選
定

し
た
民

間
事

業
者

が
、
水

産
物

に
係

る
衛

生
管

理
の

方
法

の
改

善
等

漁
港

施
設

の
機

能
の

高
度

化
を
図

る
場

合
に
、
当

該
事

業
者

に
対

し
行

政
財

産
で
あ
る
漁

港
施

設
の

貸
付

け
を
可

能
と

す
る
。

全
部

国
の

関
与

に
つ
い
て
は

必
要

最
小

限
の

も
の

に
す
る

よ
う
努

め
、
現

行
規

制
の

特
例

措
置
の

内
容

・
要

件
を

維
持

し
、
全

国
展

開
を
行

う
。

漁
港

漁
場

整
備

法
（
昭

和
２
５
年

法
律

第
１
３
７
号

）
及

び
後

進
地

域
の

開
発

に
関

す
る
公

共
事

業
に

係
る
国

の
負

担
割

合
の

特
例

に
関

す
る
法

律
（
昭

和
３
６
年

法
律

第
１
１
２
号

）
の

一
部

を
改

正
す
る

法
律

（
平

成
１
９
年

法
律

第
６
１

号
）

平
成

１
９
年

８
月

１
５
日

施
行

（
措
置
済
）

農
林
水
産
省

1
1
1
5

高
圧

ガ
ス
製

造
施

設
の

自
主

検
査

対
象

拡
大
事
業

高
圧

ガ
ス
製

造
施

設
に
お
け
る
認

定
検

査
実

施
者

の
自

主
検

査
に
つ
い
て
、
地

方
公

共
団

体
か

ら
提

出
さ

れ
た
以

下
の

内
容

が
、
現

行
規

定
に
よ
っ
て
担

保
さ

れ
る
安

全
性

と
同

等
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

る
も
の

と
し
て
認
め
ら
れ

る
場

合
に
は
、
内
閣

総
理

大
臣

の
認

定
を
受

け
た
処

理
能

力
の

増
加

率
ま
で
対

象
を
拡

大
で
き
る
。

（
１
）
処

理
能

力
が

２
０
％

以
上

の
増
加

を
伴

う
工

事
に

つ
い
て
自
主
検
査
を
実
施
し
て
も
保
安
が
確

保
さ
れ
る

こ
と
を
評
価
す
る
要

領
（
２
）
具
体
的
な
処
理
能
力

の
増
加
率
の
上
限

全
部

特
区

に
お
け
る
規

制
の

特
例

措
置

の
内

容
・
要

件
を

踏
ま
え
、
（
１
）
の

評
価

の
基

準
を
明

確
化

す
る
こ
と
等

に
よ
り
、
円

滑
な
全

国
展

開
を
図

る
。

認
定

完
成

検
査

実
施

者
及

び
認

定
保

安
検

査
実

施
者

の
認

定
に

つ
い
て
（
内

規
）
（
平

成
１
９
年

５
月

３
０
日

付
け
平

成
１
９
・
０
５
・
１
６
原

院
第

１
号

）

平
成

１
９
年

５
月

３
０
日

施
行

（
措
置
済
）

経
済
産
業
省

1
1
4
0

競
輪

場
の

入
場

料
無

料
化

事
業

地
方

公
共

団
体

が
競

輪
施

行
者

と
し
て
開

催
す

る
競

輪
に
つ
い
て
、
競

輪
場

内
の

秩
序

の
維

持
に
支

障
を

及
ぼ

す
お
そ
れ

が
な
い
も
の

と
し
て
、
入

場
料

を
無

料
と
す
る
こ
と
に
よ
り
地

域
の

活
性

化
を
図

る
必

要
が

あ
る
と
認

め
て
、
特

区
計

画
の

認
定

を
受

け
た
と
き
は

、
競

輪
を
開

催
す
る
日

の
う
ち
当

該
地

方
公

共
団

体
が

定
め

る
日

の
入

場
者

に
つ
い
て
は

、
入

場
料

を
無

料
と
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

全
部

競
輪

場
の

入
場

料
の

徴
収

に
関

す
る
規
定

を
削

除
す

る
こ
と
に
よ
り
、
全
国
展
開
を
行
う
。

自
転

車
競

技
法

施
行

規
則

及
び

小
型

自
動

車
競

走
法

施
行

規
則

の
一

部
を
改

正
す

る
省

令
（
平

成
１
９
年

経
済

産
業

省
令

第
４
２
号

）

平
成

１
９
年

６
月

１
３
日

施
行

（
措
置
済
）

経
済
産
業
省

注
)　
「
市
町
村
」
に
は
、
特
別
区
を
含
む
。
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